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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成29年3月2日(2017.3.2)

【公表番号】特表2015-511232(P2015-511232A)
【公表日】平成27年4月16日(2015.4.16)
【年通号数】公開・登録公報2015-025
【出願番号】特願2014-555589(P2014-555589)
【国際特許分類】
   Ｃ０７Ｃ 311/05     (2006.01)
   Ｃ０７Ｄ 213/64     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/44     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/4402   (2006.01)
   Ｃ０７Ｄ 213/65     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/4406   (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/18     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/277    (2006.01)
   Ａ６１Ｐ   3/06     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  43/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０７Ｃ  311/05     ＣＳＰ　
   Ｃ０７Ｄ  213/64     　　　　
   Ａ６１Ｋ   31/44     　　　　
   Ａ６１Ｋ   31/4402   　　　　
   Ｃ０７Ｄ  213/65     　　　　
   Ａ６１Ｋ   31/4406   　　　　
   Ａ６１Ｋ   31/18     　　　　
   Ａ６１Ｋ   31/277    　　　　
   Ａ６１Ｐ    3/06     　　　　
   Ａ６１Ｐ   43/00     １１１　

【誤訳訂正書】
【提出日】平成29年1月25日(2017.1.25)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００５】
　本発明は、式Ｉに係る化合物：
【化１】

（式中、Ｒ１は、－ＣＨ３および－ＣＦ３から選択され、Ｒ２は、Ｈ、－ＣＨ３、－ＣＨ

２ＯＣＨ３、－ＣＨ２ＯＣＨ２ＣＨ３から選択され、Ｒ３は、Ｈ、－Ｃ１－２アルキル、
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－ＣＨ２ＯＣＨ３、－ＣＨ２ＯＣＨ２ＣＨ３から選択され、Ｒ４は、Ｈ、ハロゲン、およ
び－ＯＣＨ３から選択され、Ｒ５は、Ｈおよびハロゲンから選択され、Ａは、ＣＨ、ＣＦ
、ＣＣＮ、およびＮから選択され、Ｘは、ＣＨ、ＣＦ、ＣＯＣＨ３およびＮから選択され
、但し、ＸがＮであるときＡはＮではなく、ＡがＮであるときＸはＮではない）
またはその薬学的に許容可能な塩を提供する。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１５】
　本発明は、式Ｉに係る化合物（式中、Ｒ１は－ＣＨ３であり、Ｒ２は－ＣＨ３であり、
Ｒ３は－ＣＨ２ＯＣＨ３であり、Ｒ４はＦであり、Ｒ５はＨであり、ＡはＮであり、Ｘは
ＣＨであり、但し、ＸがＮであるときＡはＮではなく、ＡがＮであるときＸはＮではない
）、またはその薬学的に許容可能な塩を提供する。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下の式の化合物：
【化１】

（式中、
　Ｒ１は、－ＣＨ３および－ＣＦ３から選択され、
　Ｒ２は、Ｈ、－ＣＨ３、－ＣＨ２ＯＣＨ３、および－ＣＨ２ＯＣＨ２ＣＨ３から選択さ
れ、
　Ｒ３は、Ｈ、－Ｃ１－２アルキル、－ＣＨ２ＯＣＨ３、－ＣＨ２ＯＣＨ２ＣＨ３から選
択され、
　Ｒ４は、Ｈ、ハロ、および－ＯＣＨ３から選択され、
　Ｒ５は、Ｈおよびハロから選択され、
　Ａは、ＣＨ、Ｃ－Ｆ、Ｃ－ＣＮおよびＮから選択され、
　Ｘは、ＣＨ、Ｃ－Ｆ、Ｃ－ＯＣＨ３およびＮから選択され、
　但し、ＸがＮであるときＡはＮではなく、ＡがＮであるときＸはＮではない）
またはその薬学的に許容可能な塩。
【請求項２】
　Ｒ２が、Ｈ、－ＣＨ３、－ＣＨ２ＯＣＨ３から選択される、請求項１に記載の化合物。
【請求項３】
　Ｒ３が、Ｈ、－ＣＨ２ＯＣＨ３、および－ＣＨ２ＯＣＨ２ＣＨ３から選択される、請求
項１または２に記載の化合物。
【請求項４】
　Ｒ４がＨおよびＦから選択される、請求項１～３のいずれか一項に記載の化合物。
【請求項５】
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　ＡがＮである、請求項１～４のいずれか一項に記載の化合物。
【請求項６】
　ＸがＣＨである、請求項１～５のいずれか一項に記載の化合物。
【請求項７】
　以下の式の化合物：
【化２】

またはその薬学的に許容可能な塩。
【請求項８】
　Ｎ－［（１Ｓ）－２，２，２－トリフルオロ－１－｛４－［（｛（２Ｓ）－２－［（５
－フルオロピリジン－２－イル）オキシ］－３－メトキシプロピル｝アミノ）メチル］フ
ェニル｝エチル］メタンスルホンアミド塩酸塩である、化合物。
【請求項９】
　ａ）２θにおいて１４．９５°、１８．１３°、および２１．１４°＋／－０．２°、
または
　ｂ）２θにおいて１２．７１°、１４．９５°、１８．１３°、１８．６７°、２１．
１４°、および２７．７６°＋／－０．２°、または
　ｃ）２θにおいて５．４６°、１１．１０°、１２．７１°、１３．９７°、１４．９
５°、１８．１３°、１８．６７°、２１．１４°、および２７．７６°＋／－０．２°
におけるピークを含む、ＣｕＫα源（λ＝１．５４０５６Å）から得られるＸ線粉末回折
パターンにより特徴付けられる、結晶形態の請求項８記載の化合物。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか一項に記載の化合物と、薬学的に許容可能な担体、希釈剤、ま
たは賦形剤の少なくとも１つとを含む、医薬組成物。
【請求項１１】
　治療に使用するための請求項１～９のいずれか一項に記載の化合物。
【請求項１２】
　高トリグリセリド血症の治療に使用するための請求項１～９のいずれか一項に記載の化
合物。
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